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アメリカにおける「学校選択の自由化」に関する研究

-1980年代の教育政策を中心に－

Public-SchoolChoiceintheUnitedStates

SchoolReforminthel980s

犬塚典子

ZVOγｲﾙoImLZoul6cu

Public-schoolchoice，－ｔｈｅｉｄｅａｏｆｐｒｏｖｉｄｍｇｐａｒｅｎｔｓａｎｄｓｔｕｄｅｎｔｓｗｉｔｈｇｒｅａｔｅｒｏｐｔｉｏｎｓ

ｉｎｔｈｅｉｒｅｄｕｃａｔｉｏｎ－ｉｓａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｎｅｗｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｎｔｈｅｐｏｌｉｃｙ－ｍａｋｉｎｇｓｃｅｎｅ・

Ｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，Ｉａｔｔｅｍｐｔｔｏｅｘａｍｉｎｅｔｈｅｐｕｂｌｉｃ－ｓｃｈｏｏｌｃｈｏｉｃｅｐｏｌｉｃｉｅｓｉｎｔｈｅＵｎｉｔｅｄ

States，ｗｈｉｃｈｉｓｎｏｗｅｘｐｅｒｉｅｎｃｉｎｇｏｌ１ｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔｓｕｓｔａｉｎｅｄｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌｒｅｆｏｒｍｍｏｖｅments

initshistory･EspeciallylfocusontheStatespolicies・ＢｅｃａｕｓｅｔｈｅｌａｎｄｓａｐｅｏｆＡｍｅｒｉｃａｎ

ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌｐｏｌｉｔｉｃｓｈａｓｂｅｅｎｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄｓｉｎｃｅｌ９８０ｗｈｅｎＰｒｅｓｉｄｅｎｔＲｅａｇａｎｔｏｏｋｏｆＩｉｃｅｎｔｈｅ

ｓｔａｔｅｓｒｏｌｅｈａｓｂｅｅｎｇｒｅａｔｌｙｉｎｃｒｅａｓｅｄａｎｄｍｏｒｅｉｍｐｏｒｔａｎｔ・

Ｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ＩｆｏｃｕｓｏｌｌｔＩＵｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｐｏｉｎｔｓ：first，１〕ａｃｋｇｒｏｕｌｌｄｏｆｓｃＩＩ()olreform

movemeI1ts，ｓｅｃｏｎｄ，ｉｓｓｕｅｏｆｐｕｂｌｉｃ－ｓｃｈｏｏｌｃｈｏｉｃｅ，ｔｈｉｒｄＩ６ｐｌａＩｌｓｗｈｉｃｈｔｈｅＥｄｕｃａｔｉｏｎ

CommissionoftheStatesproposed1fourth，threepolicyprioritieswhichappealtodiverse

jnterests:，freedom，ｅｑｕｉｔｙ，ａｎｄｓｃｈｏｏｌｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｉｎｃｈｏｉｃｅ．

影響力を有すると見なされており,3）本稿のテーマを考

察するに際し，右効な視角を与えるものと考える。

本稿は，以下の椛成をとる。まず，８０年代のアメリカ

教育改革の特徴と「学校選択の自由化」の背景を考察す

る。第二に，各州の政策動向を概観しその争点を示す。

第三に，ＥＣＳ報告書が進める６プランについて検討し，

各政策に内在する価値基準について言及する。

１．１９８０年代のアメリカ教育改革と「学校

選択の自由化」の背景

ｌ－１ｊＩ１|主導の教育改革

１９８０年に，レーガンが大統領に就任してから，アメリ

カ教育行政における「迦邦・州・地方」の力関係に変化

が生じた。「新連邦主義」により，述邦の役割は減少し，

州の役割が増大した。８０ｲﾄﾞ代のアメリカ教育は，公教育

の「質」の改善を１１桁して，州が祇極的に教育改革に乗

り出した時期であるといわれる。学校教育と経済成長の

密接な関係に剣付いた州知』１１:・州議会が，前例のないほ

ど強く教育政簸決定過程に関与した。その結果，教育改

序

本稿は，アメリカにおける「学校選択の自由化」の動

向について考察する。居住地域によって生徒の通学校を

特定する初等，中等学校制度をとるアメリカにおいて，

｢学校選択の自由化」は，公教育制度改革を検討する際

の争点となってきた。１９８０年代は，州が主導権を握り，

教育改革を積極的に展開したが，州レベルでの教育政策

は，研究上未開拓の領域のまま放置されてきている｡、

本稿では，先行業績において欠けている，各州教育政策

に焦点を当て，「学校選択の目Ikl化」について，全Ⅱ|教育

審議会（EducationCommissiolloftheStates，以下

ECSと略）の報告脅図〕に韮づき考察を試みる。ＥＣＳは，

主に，アメリカの各州州知JlI，州教育委員会，政界，経

済会の代表からなる教育政策の連絡・調整の協議会であ

る。ルルペルの政治家や有力な経済人の代表が推進母体

となっている点で，他の全国レベルの政策審議会などの

構成と性格が若干異なる。その提言・勧告は連邦政府や

州・地方学区の教育当局の教育政策形成過程に隠然たる
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革のスタイルは，７０年代の連邦主導型から，８０年代の

州主導型（state､initiativeReform）へと形を変えた。

そして，「学校選択の自由化」の問題も，遮邦から各州レ

ベルへと舞台を移している。

教育改革が州主導に移るにしたがい，州知'１F・州議会

などの一般統治部門や地元の経済団体が教育行政に強く

関与するようにたり，教育政策の決定過程はしばしば政

治性の強いものとなりつつある。そこで行われる改革

は，地元政治・経済団体の動機が優先されて柵u1される

傾向を持つ。５０州の知事がかってない熱意で教育に取

り組む背景には，国際的競争に打ち勝って州氏の雇用を

確保する股良の手段は，州内の教育の「質」の向上であ

るとする共通認識がある｡の

また，有権者の投票行動を分析した政治・社会学者た

ちの研究は，アメリカの政治家に強い影轡を与えてお

り，教育政策は有権者獲得の為の選挙対策の一部にもな

りつつある。８０年代の改革運動の盛り上がりは，教育問

題への対処の仕方が，有権者層の支持を得る上での重要

なポイントとなりつつあるのを，政治家が認めた点に大

きく起因している｡5）このような事態は，戦後初めての

ことであり，それは全米州知事会による報告毎『成果の

とき』（1985年）公表という出来事にも示されている｡6）

同会が創設されて以来８０年間に，教育の糸に主題を絞

った本格的政策文書が作成されたことばなかった。この

作業部会での重要なテーマになったのが，「学校選択の

自由化」である。

1-2教育改革における「価値」の変容

教育行政にしめる州の力の拡大に加えて，教育政策を

導く基本的価値にも著しい転換が起きている。教育改革

を導く最終'二|標が，８０年代以降，公正（equity）から卓

越性（excellence）におき代わったといわれる。政策決

定者や教育関係者の一部は’卓越性の追及によって，公

正が犠牲にされるとは限らないとしているが，多くの批

判者は，卓越性追及のレトリックには，経済効率性と生

産性最優先の関心があると指摘している｡？)８３年に発表

された『危機に立つ国家』による同国の生徒の学力の低

下という指摘も力Ⅱわり，「学校選択の目111化」政策も，７０

年代のようなマイノリティの補償教育を目的とする初等

教育を対象としたものから，中間所得lW1の政治的支持を

得やすい卓越性の追及を目指した中等学校対象のものへ

と焦点を移しつつある｡8）

州経済に貫献する人材養成のために，「選択」という

競争原理を導入することで，教育の「質」の向上を図ろ

政治・経済界のトップたちの意向に加えて，学校教育に
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おける選択と多様性への強い要求は，アメリカの現代社

会の人口励態にも裏付けられている。アメリカの公教育

は，現在広範な支持を得にくくなってきている。年金で

暮らす６５才以上の国民比率が上昇する一方，公立学校

に子供を通わす家庭の比率が減少し，教育財政を支える

中間層が公立学校を支持しなくなってきている｡，）

その要因としては，中間層の教育レベルの上昇が指摘

されている。教育レベルの上昇によって，彼等はより洗

練された識別力を持ち，「教育サービス」へのはっきり

した要求を持つ「消費者」となっている。一般に，どの世

代も，自分の前の世代よりも多く学校に要求する傾向を

持つが，商い教育を得たミドル・アッパークラスは，中

庸な教育を好まないようになってきている｡】0）現在，学

齢期の子供を持つ親は，第二次大戦後のベビー・ブーム

世代であり，一世代前の親より高い学歴を右する。そし

て，より広い多様な関心を持ち，iilfIillの収集・分析力に

も優れている。彼等は，アメリカ社会の文化的多様化が

急速に進行し，それを容認する雰囲気が社会に広がった

時代に成人した世代であり，多様性の中から自らの欲す

る－つの教育を選択することを認めない現在の教育シス

テムへ不満を示すようになっている。

また，特に都市部では，公立学校の人口は，人種・民

族・言ＩＭＩ的マイノリティ・グループにますます占められ

つつある。マイノリティの公教育にIliめる割合が多くな

るにつれて，マジョリティは，自分の子供を公立学校に

通わすのを好まなくなり，ひいては，地域の教育費を支

払うことも厭うようになった｡''）

７０年代以降のペピー・プーマーの成熟化は，アメリ

カの政治・教育政策の変容に大きく影響している。経済

恐慌とそれに伴う連邦政府の関与の恩恵を受けた前世代

より，ベビー・プーマーは，豊かに育ち，「大きな政府」

を否定する傾向を持つ。彼らは，学校教育の場では卓越

性と選択を欲し，官僚的な統制された学校は，「質」の高

い教育を提供しにくいと考える。その結果，教育におけ

る卓越性の追及，民営化を好む有梅者層を作りつつあ

る。

「学校選択の自由化」は，１９７０年代には，連邦政府が

｢人樋統合というマイノリティのための機会均等化の実

現手段」として，教育バウチャー'2〕やパス輸送(後述)を

検討した。しかし，上記のような政治的・社会経済的事

情を背景に，８０年代には，この111]題は，州政府による中

間所得層の支持を得やすい教育行財政の合理化，教育の

｢質」の向上を目指す教育改革として取り上げられるよ

うになってきている。
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表１１９８８年-1990年にかけての「学校選択」に|１０する各州の動向

出典：ExecutiveEducatorl989，March

１１，１２年生が．ハイスクールの単位を中等後教育機関で取得することを認める。学区
間の移動を認める議案は、１９８８年に否決。

アリゾナ州

ソと同様の「学校選択制」の議案を州議会で審議中アーカソサス州 ミネソタ・プラ

Ｋ－６学年の生徒が，その糊が働いている地域の学校制腱に移励することをi棚める。人
樋のバランスを崩さないかぎり，他学区の生徒にも開かれたオールタナティプ・プログ
ラムを作ることを認める。

カリフォルニア州

両方の教育委員会が許可した場合，ハイスクールの生徒は，他区学校制度に移る事が可
能。11,12年生に，ハイスクールの卒業要件に適うカレッジの単位を取ることを認める。
この場合、パイスクール，カレッジ，またはその両方の単位を取得することが可能。
1988年に否決された選択法案は，学区の移動を認めるもの

コロラド州

)`ﾄ|は，人１種統合を促進するべく，学区外の生徒を受け入れる学校を作ることにＩ１ｌ|予算を
充てるjlfを決定。

コネチカット州

８９年に可決された法案（９０年実施）は，ハイスクールの生徒が他区学校制度において
学区外のコースを取ることを認める。もし，居住区の学校制度において希望のコースが
とれない場合，生徒は，学費を払わなければならないが，州の援助金がこれを扶助し，
他に移ることを認める。

デュカキス知事が，８８年領ストンおよびワーセスクーのiilj)|丁に住む生徒の近隣学区へ
の移行を認める法案に対し拒否権を発助した。しかし，Ｋ－１２学年を対象とする学校
選択計iilji案の審議を開始中。ミネソタ・プランをモデルに，州内のいずれの公立学校を
も選択できるものとし，地方学区が支'１|する教育費は，１１k徒一人あたりの教育費を算出
於準として，（当該化徒の居住する学区からそれ以外の選択した学校の所在する学区へ）
譲渡される。この場合．ＮＩＩま，移行する生徒一人につき年額800ドルを限度として支給
することができる。

アイオワ州

マサチューセッツヅ

ハイスクールの生徒が，その教育委11会が(細める場合，カレッジのコースを１１１ることを
i慰める。

洲|議会によって一度否決されたものとほぼ同形態のヘウチャー制（低所得階層・マイノ
リティを対象に他の公立・私立学校に移動することを認める）を，トンプソン知事が再
び審議に提出。

メイン州

ウィスコンシン州

ミシガン州
ミシシヅピール｜
ユタ州

｢学校選択」法案がⅡ|繊会にて審議さ;１１るがifif決される。

は，従来地方学区であり，財源的には，イ供のｆｊ艇に関

係なく住民に課税される財産税収が充てられている。し

たがって，住民の富裕度と学区財源とは比例しやすく，

その結果’１AI竜・LIZﾙﾋﾞｰ人あたり教育llliの学区llU格差が

生じ拡大する｡'3）それが，教育の「質」の格差に反映さ

れた場合，伝統的な学校財政制度は，教育の機会均等化

を妨げるシステムでしかないという結論になる。したが

って，学区制の見直しと「学校選択の自由化」は，これ

までの，アメリカ教育財政システムの再検討を促す争点

となる。

学区外の公立学校への入学を認めた場fT，教育財源の

分lid方法に変化が生じる。アメリカでは，財政を含めて

教育に関する裁量権が大きく地方学区にあるため，学区

を越えた公立学校選択を生徒に認めることは，各教育利

jMtlll体のlilA感もあり，政i1III:案が検討されても実行されに

くかった。７０年代に，各州裁判所は，教育世の学区間格

２．各州の政策動向と２つの枠組み

表１に示すように，現在，各州が「学校選択の自由化」

を実施・検討している。これらの多様な政策を恥解する

に際し有効であると思われる，２つの枠組みを以下に提

示する。

2-1学区外選択と学区内選択

「自由化」の諸政策は，学区外選択（Interdistrict

choice，CrossDistrictOptions）と学区内選択（In．

tradistrictchoice,WithinDistrictOptions)の２つの

モデルに分け考察することが可能である。

アメリカは，日本と同じく，居住区域によって通学:校

を特定する公教育制度を持つ。しかし，日本と異なり他

民族国家であり，所得層・人種・民族による住み分けが

進承，学区による拘束が教育機会の不平等をもたらすと

指摘されてきた。アメリカの教育財政の第一義的負担者
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である｡'8〕だが，これは主に大学レベルの内容を，生徒

の高校在学中に，高校のキャンパスにおいて，高校の教

師が教授するというものである。

８０年代の教育改革でこの系列で進められているのが，

後述する中等後教育選択プランである。大学の通常の授

業に，高校生（主として１１．１２年生）が在籍すること

を認めるものである。ミネソタ州の中等後教育選択法

は，生徒の学力にかかわらず，希望する中等後教育機関

に在籍することを認めている。

138

差を解消するように，州政府に命じ，州は税率、学区間

格差解消，または，課税額の上限設定などの対策で応じ

てきた｡14）

しかし]「小さな政府」を理；ljMとするレーガン政権は，

教育からの連邦政府の撤退を最大限度まで実現しようと

し〆教育は生徒・家庭が選択するべきだという政策を推

進した。その結果リミネソタル|のように全州内に学区外

選択を認める法規を制定する州も現れた｡'5）

学区外選択は，生徒と家庭の教育選択権を大きく拡大

する。しかし，極度にそれを押し進めた場合，近隣学校

の経営悪化や，地方学区のリーダーシップの低下等を招

く恐れをもつ。ミネソタ州のように，全州内に選択を認

めるのは，州という一つの巨大な教育行政区を実質的に

形成するに等しいメカニズムを持ち，州による教育行政

の中央集権化を進めるとの懸念も生む。

2-2「横移動」型と「縦移動」型

「学区内選択｣，「学区外選択」という分類の他に，４k徒

の学年移動に焦点をあて，「横移動」型（同一学年での選

択)，「縦移動｣型(上級学年への選択）という類型化も有

効である。

「横移動」型は，Ｋ-12年生16)が，本来指定されている

学校ではなく，同一学区または学区外の他の学校の，｜,三d

－学年へ移動する事を促進するものである。７０年代に

は，この系列で，パス輸送（Busing）が，学区による孜

育の不平等をなくすための機会均等化政紫として艦ん仁

に行われた。ベス輸送は，人種・民族のバランスのとれ

た共学方式を徹底するために生糸出された。学区の111編

成を行い，マイノリティの多い都市地域の一部と郊外地

域とを統合する広い学区制度を設け，白人の多い学校と

黒人の多い学校を組み合わせ，どの学校も，人;極柵成の

比率が同じになるように，生徒を相互に機械的に交換し

て通学させる方法である□'7）この「横移動」型は，８０年

代の各州の教育改革では１人種統合の色が薄れ，「学業

不審な」生徒や近くの学校と合わない生徒に，「比較的

卒業がしやすい」学校やその生徒にとって「教育環境が

いい」学校に移り，高校資格を得ることを奨励する卒業

促進プログラムの要素を持つものが多くなった。

「縦移動」型は，主として，耐佼生が，大学の授業を

受ける事を可能とするものである。この系列では，アド

バンスト・プレースメント・プログラム（特別進級プロ

グラムAdvancedPlacementProgram，以下ＡＰと

略称）が１９５０年代より盛んであった。これは，優秀な

高校生に対して,大学レベルの学習の機会を与え，試験

の結果に基づいて大学入学後にその単位を認定するもの

３．ＥＣＳの推進する６プラン

３－１６プランの内容と機能

ＥＣＳは，「自由化」に関し，今後特に有効である６プ

ランを，各州教育政策決定者にガイドラインとして提示

しその採用を促している｡'9）以下に，この諸プラン

を概観する。主として（１）から（３）が学区外への転学

をも認めるもの（interdistrictchoice，crossdistrict

choice)を認めるものである。

（１）学区外選択(interdistrictchoice,Cross-district

enrollmentprograｍｓ)．

このプランは，居住学区（homeshooldistrict）でな

く他の学区にある学校を選択することを認める。受け入

れ学区（hostschooldistrict)は，応募者を人極・民族・

学力・社会経済的位置によって選別してはならない。ま

た学区'111の生徒の輸送の責､Bも受け入れ学区が持ち，輸

送援助費が州から支払われる。多人種が住む都市部lこお

いては，人種差別撤廃が最優先され，好ましい人種のバ

ランスのガイドラインが策定される。ミネソタル|は，州

内全域にわたる学区外選択を認め（OpenEnrollment

Plan),マサチューセッツ州は，ミネソタ州と同様のプラ

ンを検討，アイオワ川は，居住学区の近隣の学区に限定

し小規模校に在席する生徒に他学区のより総合的な大

規模校に移ることを認めている。

（２）中等後教育選択(postsecondaryenrollmentop

tionplans，DuaLEnrollementProgram)２０)。

これは，公立高校の上級生（主として１１．１２年生）

が，高校または中等後教育機関の単位を習得するため

に，中等後教育機関〈大学，短大，コミュニティ・カレ

ッジ，技術・専門学校など）の各コースに在籍すること

を認める。これらのコースへの転籍の費用は，州教育財

政から賄われる。このプランは，高校と中等後教育機関

の競争を促がし，高校生に中等後教育機関への早期入学

の機会を与える事で，教育の「質」向上をめざす。

中等後教育機関は，州のガイドラインに従い，生徒の
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在籍認可基準を設定する。ミネソタ州の場合，生徒は，

中等後教育機関へのフルタイム参加も，高校と中等後教

育機関の二重在籍も認められている。二重在籍の場合，

教育財政に関しては，その州の生徒一人あたりの教育費

が算定され，生徒のコースワークに応じて，二つの教育

機関で分割される。生徒は，高校での諸活動に参加する

事が認められ，高校の卒業要件等の調整について，カウ

ンセリングを受ける権利を持つ。ミネソタ州の中等後教

育選択法(PostsecondaryEnrollmentOptionAct，以

下ＰＳＥＯ法）は，高'佼１１．１２年生について，この中等

後教育選択と，（１）学区外選択の双方を認めるものであ

る｡21）コロラド州のＰＳＥＯ法，フロリダ州の二重在籍

プログラム（DualEnrollementProgram）が，このカ

テゴリーに入る。また，制限が強く付いているが，ワシ

ントン，ユタ，メインが同様のプランを実施している。

中等後教育選択については，少数の高学力の生徒を対

象とする高等教育に，州の助成金を援助する事で，教育

機会の不平等を促すとして批判がある。ミネソタ州の

PSEO法は，州内の全中等後教育機１MJに対して，生徒に

入学要件を課すことを禁じ，学力に関係なく，希望する

生徒を受け入れることを規定している。

（３）セカンド．チャンス・プ１．グラム（secolld

chanceprograms以下，ＳＣＰと略)22〕

これは，卒業が難しい「問題を持つ」生徒のために作

られている。出席率不振な生徒，妊娠・出産などの理由

でドロップアウトしている生:徒などを対象とし，学区内

外の他の学校やオールタナティプ・スクールへの移吻を

認める卒業促進プログラムから，中等後教育機関への在

籍を認めるものまで多岐にわたっている。各什|で現在行

われているＳＰＣは，下記のいずれかの選択を認めるも

のである。①居住学区内外の他の高校への転学，②居住

学区内外の地域教育センター（arealearningcenter）

か，オールタナティプ・スクールへの転学，③中等後教

育機関への在籍，④地方教育委員会と接触する私立高

校・オールタナティプ・プログラムに転学する。ミネソ

タ州のＰＳＥＯ法，コロラド州のＳＣＰがこのカテゴリー

に入る。ワシントン州は，生徒のIiIi住学区から５０マイ

ル以内の制限付きで他の高校に移ることを認め，同時

に，その交通費支給，低所得層への学費援助を行うこと

を規定する法規を検討している｡23）

（４）コントロールド・チヨイス・プラン（controlled

choiceplans,controlled・enrollment(〕ption以下ＣＣＰ

と略)｡２４）

これは，居住学区内・同学年移動に限り，人極パラン

スのガイドラインに沿うかぎり，すべての学校の中か

ら，生徒・家庭が学校を選択することを認める。各学校

の成員削り当ての韮礎を，人種バランスのガイドライン

と，生徒・親の選択に置くプランである。ＣＣＰは，関連

する二つの目的一コミュニティ・学校の自発的努力によ

る人種差別撤廃，学校経営スタッフの責任を１１１くするこ

とによる教育の「質」の向上一を目指すものである。

ＣＣＰは，１９８１年に，人種差別撤廃を目的とし，マサ

チューセッツ州ケンブリッジで考案された｡

人極のバランスを盤えるために,それぞれの学校は，

コミュニティの人{雌民族グループの釣り合いをとって

生徒を割り当てられる。例えば，ロ人６０％，黒人４０％

の学区では，幼稚園の各クラスは，白人６０％，黒人

４０％に振り分けられる。新しい学生（新入生．転入生）

に関しては，彼等の好みが最優先されて割り当てられ

る。ＣＣＰを実施している市の多くは，学区内のパス輸

送・諸経費を妓小限にするために，学区を，小ゾーンに

分割している。ゾーンは，学区の社会経済的・人種・民

族的分布を反映し，可能な限り地域をそのまま保つよう

に工夫されながら分割される。その枠組象の中で，家庭

は，「１分たちの子供を中央の管理局に登録する。そこで，

学区・ゾーン内のすべての学校の情報を入手し，カウン

セリングを受ける。行政官は，各学校の人員収容度，人

極・民族バランスのガイドラインに応じて，生徒を学校

に割りふる。

ＣＣＰを実施しているほとんどの学区は，11'1座に学区

内の生徒全員を動かす試みはとっていない。すでにその

学区｜こいる生徒が，自分の学校に残りたい場合はそのま

ま残される。そして，新入学生Ⅲ幼稚園児，学区への転

入生，特に学校変史を希望する生徒に対して実施され

る。一度，ある学校に登録されれば，卒業までそこに在

籍することができる。１９８９年に，シカゴ市は，市の６０３

の学校を監督する５４０の地方評,議会の委員を選出した。

人秘・社会経済的問題解決の為に，学校は，評議会で承

認されたガイドラインにそったバランスで，生徒を在籍

させなければならなくなった。このガイドラインに添う

かぎり，同市の家庭は，自由に教育プログラムを選択で

きるこのようなアプローチは，ＣＣＰのカテゴリーに

入る。

（５）ティーチャー・イニシエイテッＦ・スクール，チ

ャーター・スクール（teacherinitiated-schools以下

ＴＩＳと略，Charterschool)25）

これは，学区内選択プランの一つであり，同じ教育方

針を持つ教員によって始められる学校のことである。学
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区のガイドラインに従いながら，これらの学校は〆協力

する教員・スタッフによって経営される。その方針は，

生徒は異なったやり方で学び〆教員と学区は基噸となる

学校制度に適応することを生徒に求めるよりも，生徒の

要求に学校が適応するべきであると考えるものである。

ＴＩＳは，学校改良をボトム・アップで行おうとする。校

長・教員は，｜ilじ教育方針を持つ同僚を見つけ，新しい

学校を作る要求を展開するように働く。こうして新しい

学校が作られ，学区と教員の間で正式な書而契約が結ば

れると，それは，チャーター・スクールと呼ばれる。

ＴＩＳのなかには，ＩＢＭのような企業と学校のべ－トナ

ーシヅプによって形成されるものもある。

（６）マグネット・スクール（Magnetschools，以下

ＭＳと略)｡２６）

ＭＳは，その存在形態が多様であり，－徹した定義が

しにくいがⅢ峨大公約数的には，「特定テーマ（カリキュ

ラム）のもとに，通学区域を越えて，磁石のように生

徒・家庭を引き付ける特色のある学校」と定義される。

ＭＳの判定基準は，①教育の「質」を高めるために，特

定の教育テーマや指導法に焦点を当てたカリキュラムが

ある②学区と学区間に自主的な人種統合の役割が要諦さ

れている③生徒と親が自主的に学校を選択できることが

認められている④指定の学校外に通学の便がＩＩｌｌかれてい

る，などである｡27〕上記の（１）から（５）の柵プランより

は限定された範囲で学校改革を行おうとするものであ

る。多くのiljで，ＭＳは，トップダウンで形成されてき

た。入学の手続きは，先着順，人種バランスを考えた上

での強制割り当て，抽選など多様である。

3-2「学校選択の自由化」政策における３つの価値基準

「学校選択の自由化」は，教育財源という公共財の再

配分の問題を含む。多様な教育政策の選択肢の中から，

地域の教育Ｉ'１情に柏応しいプランを選ぶ時，そこには，

何らかのmiⅢi基準が必要となる。社会を榊成するすべて

のメソパーの個別な欲求あるいは公共的な欲求を充足さ

せるために，限りある教育財源を配分・閥魅しなければ

ならないが，異なる利益関心が，「学校選択の自由化」に

は混在している。それは，

（a）「自由」（freedom)，自由化による生徒・家庭の教

育選択の権利拡大，

（b）「公正」(equity),学区の拘束をはずすことによる

教育機会・環境の平等化，

（c）「学校改善」（scboolimprovementL競争による

学校教育の「質」の向上

である。この３つのうち，どれを最優先するかによっ

て，プランの選択と実行面での具体的手続きとが異なっ

てくる。

選択の「['111」の拡大は，公立学校の単一な教授法や

カリキュラムが，学生の多梯な欲求や多元社会に奉仕で

きない点を改善しようとするものである。また，「公正」

は，これまでミドルクラスの家庭が，「質」の高い学校を

持つコミュニティに移動したり，私立学校を選択するこ

とで子供の教育機会・環境を有利にしてきたのに対し

て，低所得燗・望むコミュニティに住めない家庭にも選

択手段を与え，教育環境の平等化をはかろうとするもの

である。「学校改善」は，教育行政の硬直したシステム

が，生徒・家庭・地域の要求に対して非反応的になって

いる点を，競争原理のメカニズムを利用し，増大するマ

イノリティの要求に答えたり，教育の「質」の向上を狙

うものである｡28〕

「学校選択の自由化」は，コミュニティの多様な要

求・関心や，アメリカ社会の直面する問題によって，上

記の３つの価値基準の内のいずれかを優先して決定され

表２「学校選択の自由化」政雛と優先価値

優先順位

プラン

(1)Interdistrictchoice

(2)Postsecondaryenrollementoptionｐｌａｎ

(3)Secondchanceprogram

(4)ControlIedchoiceplan

(5)Teacherinitiated-school

(6)Magnetschool
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てきている。

前項で示したＥＣＳの推進する６プランがこの三点の

うちどれを優先しているか，分類を試象たのが炎２であ

る。

（１）学区外選択と（２）中等後教育選択は，生徒・家庭

の教育選択権の拡大を股優先し，「樋会の平等」を志向す

る。公正を)Ⅲするために１k，この２プランは，１Wii送・入

学に関するカウンセリング，人種パランスの特別なガイ

ドラインを必,要とする。(3)ＳＣＰは，特に，教育的に「危

機}こある生徒」を対象とし，「結果の平等」を志向する。

学区外選択と'１１等後教育の選択を広げ，教fr選択権の範

囲を増大させる事を優先し，学校改良は，（(１１次的関心で

ある。（４）ＣＣＰは，人穂のバランスを保つことを最優先

する。学校選択の親のIf11klは，二次il，関心である，（５）

ＴＩＳと（６）ＭＳは，学校改善を最優先するＣＭＳでは，

その学区のすべての学校がマグネット化されて始めて不

平等が解消される。

結

日本の臨教審の審議・答申の過租で争点にもなった，

｢教育の自由化」論に基づく，学区制の見直しと学校選

択の目[11の拡大は，８０年代のアメリカ教育改革で}よ，各

州において進められた。すでに，約２０州が，「学校選択

の自由化ルニ関する法律制定（choicelegislation）に，

踏み出している。各種教育政策を検討したクラークは，

１９７０年代に連邦の教育改革を導いた諸価値が，８０年代

に入り１８０度転換したとしている｡21）「公正」から「卓

越性」へ，「規制」から「規制廃止」へ，「コモンスクー

ル」から「親の選択」へ「社会福祉的関心」から「経済

牛産性的関心」へという価値の変容は，アメリカの政

治・経済界のリーダー達の意向だけではない。公立学校

の選択によって，「質」のよい教育を獲得しようとする

思想は，選択の「自由」を好む「iMl者」としての，ア

メリカのマジョリティに支えられている。「自由」「公

正」「学校改善」という異なる価値基準を同時に内在さ

せるアメリカの「学校選択の自由化」の検討は，社会工

学・政策科学としての教育行財政研究に資するばかりで

なく，’71国の社会思潮や，：教育と社会変励のメカニズム

を探る上でも有効な研究領域であると考える。
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